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登録お申込みに関するお願い

◎必要書類について
　　◆ 申込書・・・・・・・・所定の用紙に必要事項を記入
　　◆ 同意書・・・・・・・・内容をご確認の上、署名・捺印
　　◆ 写　 真 ・・・・・・・・1～2枚 (３ヶ月以内の撮影) L版以上
　　　　　　　　　　　　　　（膝より上で顔立ちがはっきり写っている事）
　　◆ 免許証・保険証等の身分証明書・・・・・・・・(現住所・生年月日など照合のみ）

◎登録対象者について
　　◆ 男性50 歳、女性 45 歳までの方
　　◆ 山梨県内に在住の方
　　◆ 住基台帳への記載 又は 外国人登録原票に登録されてる外国人の方

◎登録期間について
　　◆受付日から２年間

◎登録期間の満了について
　　◆ 期間満了を本人へ通知
　　　（申込み書類、写真の返却はいたしません。 (シュレッダー破砕処理)）

◎再登録について
　　◆ 登録期間満了通知後、本人より延長の申し出があった場合は、再登録できる。
　　　　　　・申込み書類と写真の再提出が必要です。

◎個人情報について
　　◆当相談所に提供頂いた個人情報を目的以外には絶対使用致しません。秘密は厳守致します。
　　◆当相談所おいて知り得た個人の情報は秘密を厳守し他言しない様お願い致します。　　　　　

   
◎その他
　　◆ 紹介不要となった時・活動を休止する際は、担当相談員に必ず連絡下さい。
　　◆ 以下の方は登録できません、既登録の場合は抹消の対象となります。
　　　　　・申込書の内容に偽り・不正と見なされる記載が判明した時。
　　　　　・非常識な言動や紹介活動の妨げ行為をした方。 
　　　　　・書類不備、暴力団関係者、県外者の方。
　　◆ 結婚相談・紹介にかかわる個人の民事上等の法的責務は覆いません。


